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熊本県新型インフルエンザ等対策行動計画の改定について 

健康危機管理課 

１ 計画の趣旨 

○ 新型インフルエンザ等対策に関する基本的な方針や実施する措置、関係機関

の役割等を示すもの。 

○ 新型コロナウイルス感染症対応での課題や、関係法令の改正等を踏まえ、令

和６年７月に改定された政府行動計画に基づき、本計画の改定を行う。 

 

２ 計画の位置付け・期間 

○ 新型インフルエンザ等対策特別措置法第７条に規定される都道府県行動計画

として策定。 

○ 関係法令や政府行動計画等の見直し状況等を踏まえ、概ね６年ごとに改定（新

型インフルエンザ等が発生した場合は、その対応経験をもとに、随時見直し）。 

 

３ 基本的な方針 

(1) 対策の目的 

○ 県民の生命及び健康の保護 

・ 平時から医療提供体制の整備を推進し、患者へ適切に医療を提供する。 

・ 感染拡大防止措置により流行のピークを遅らせ、小さくする。 

○ 県民生活及び県民経済に及ぼす影響の最小化 

・ 感染拡大防止と社会経済活動のバランスを踏まえ、柔軟に対策を切替える。 

(2) 対策の基本的な考え方 

○ 特定の感染症や過去の事例のみを前提とするのではなく、新たな呼吸器感染

症等が流行する可能性も想定し、対策の選択肢を示す。 

○ 発生した感染症の特徴や流行状況等を踏まえ、人権への配慮、対策の有効性、

県民生活・経済に及ぼす影響等を総合的に勘案し、実施すべき対策を決定・実

行する。 

 

４ 主な改定内容 

○ 各種対策を切替えるべきタイミングを明確化するため、「準備期」「初動期」

「対応期」の３つの時期に区分。 

○ 対策項目を従来の６項目から 13 項目に拡充するとともに、平時（準備期）の

取組みを具体化。 

○ 複数の対策項目に共通して取り組むべき横断的な視点として、「人材育成」「国

及び市町村との連携」「ＤＸの推進」を追加。 

 

５ スケジュール 

～11 月 12 月 １月 ２月 ３月 

     

 

計画案 

取りまとめ 

12/11 

厚生常任委員会 
パブリックコメント等を 

踏まえた修正 
新型ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞ等 

対策協議会 
パブリックコメント 

厚生常任委員会 

計画 

改定 



熊本県新型インフルエンザ等対策行動計画 改定案（概要）
第１章 計画の概要

• 新型インフルエンザ等対策の基本的な方針や実施する措置、関係機関の役割等を示す計画
• 平成17年(2005年)に策定し、平成25年(2013年)に現計画へ見直し
• 新型コロナウイルス感染症対応の課題や関係法令の改正等を踏まえ、政府行動計画に基づき改定

対策項目 概 要

① 実施体制
• 対策本部等の体制の明確化、有事の業務・必要人員等の整理
• 業務継続計画の実行を含む有事体制への速やかな移行
• 県対策本部を中心とした対策の検討・立案・実施

② 情報収集・分析
• システム等による医療機関の状況を把握する体制の整備
• 感染症の発生動向や特徴、病原体の性状に関する情報の収集
• 感染症の特性を踏まえた医療・社会への影響の分析

③ サーベイランス
• 感染症発生動向を把握する体制の整備
• 患者の全数把握などサーベイランス項目の拡大
• 収集した情報によるリスク評価を踏まえた対策の判断・切替え

④ 情報提供・共有
ﾘｽｸｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ

• 基本的な感染対策や差別・偏見の防止に関する啓発
• 各種媒体を活用した迅速かつ一体的な情報提供・共有
• 科学的知見に基づく情報を繰り返し丁寧に発信

⑤ 水際対策
• 検疫所による水際対策の共有など連携体制の構築
• 発生国・地域への渡航や出張に関する注意喚起
• 国による水際対策の強化・変更・見直しの周知

⑥ まん延防止
• 事業者等に対する業務継続計画策定の勧奨
• 各種指標・データを活用した感染防止対策への協力の呼びかけ
• 感染症の特徴や発生状況に応じた個人･事業者･学校等への各種要請

⑦ ワクチン
• 市町村を中心とした接種体制、役割分担の整理
• 国の実施方針に基づく接種体制の速やかな構築
• 県による大規模接種会場の設置検討・運営

⑧ 医 療
• 医療機関との協定締結による医療提供体制の確保
• 相談・受診・入転院に係る体制の整備
• 協定に基づく医療提供、入院・療養基準の機動的な運用

⑨ 治療薬・治療法
• 計画的・安定的な抗インフルエンザウイルス薬の備蓄
• 新たな治療薬を円滑に配分する体制の整備
• 治療薬の流通管理、適正使用の呼びかけ及び一般流通への移行

⑩ 検 査
• 民間検査機関等との協定締結による検査体制の確保
• 地衛研及び協定締結検査機関における検査体制の立ち上げ
• 検査体制の拡充、国の方針を踏まえた検査実施範囲等の周知

⑪ 保 健
• 保健所における有事の体制、業務、人員確保方法等の整理
• 有症状者等からの相談及び受診調整を行う相談センターの設置
• 市町村や関係機関との役割分担・連携による感染症対応業務の実施

⑫ 物 資
• 計画的・安定的な個人防護具の備蓄、各種施設等への備蓄勧奨
• 医療機関における感染症対策物資の備蓄・配置状況の把握
• 関係機関と連携した感染症対策物資等の確保・配送

⑬ 県民生活・経済
の安定確保

• 指定地方公共機関における業務計画の策定
• 事業者等に対するテレワークや時差出勤等の要請
• 感染症やその対策に影響を受けた事業者等への支援

新規項目
• 新型インフルエンザ等対策特別措置法第７条に規定される都道府県行動計画として策定
• 県保健医療計画、県感染症予防計画、その他の関連する計画との整合を図る
• 今般の改定後は概ね６年ごとに見直し
（新型インフルエンザ等が発生した場合は、その対応経験をもとに、随時見直しを行う）

２ 計画の位置付け・期間

① 県民の生命及び健康の保護
• 平時から医療提供体制の整備を推進することにより、治療を要する患者へ適切に医療を提供し、重症

者や死亡者の最小化を図る
• 感染拡大防止措置により流行のピークを遅らせ、小さくすることで、ワクチンの接種体制整備等の期間を

確保しつつ、医療提供体制への負荷を軽減する
② 県民生活及び県民経済に及ぼす影響の最小化
• 感染拡大防止と社会経済活動のバランスを踏まえた対策の柔軟な切替えにより、県民生活及び社会経

済活動への影響を軽減する
• 医療機関や事業者等における業務継続計画の策定・実行等を通じて医療提供・業務の維持に努める

１ 対策の目的

第３章 各対策項目の取組み

１ 計画の趣旨・経緯

【新型インフルエンザ等対策のイメージ】

２ 対策の基本的な考え方
• 特定の感染症や過去の事例のみを前提とするのではなく、新たな呼吸器感
染症等が流行する可能性も想定し、対策の選択肢を示す

• 発生した感染症の特徴や流行状況等を踏まえ、人権への配慮、対策の有
効性、県民生活・経済に及ぼす影響等を総合的に勘案し、実施すべき対
策を決定・実行

３ 時期区分の想定

準備期 新型インフルエンザ等の発生前（平時）に、予防や事前準備などの備えに
取組む期間

初動期 新型インフルエンザ等の可能性がある感染症を探知して以降、国が発生を公
表し、特措法に基づく県対策本部を設置するなど、初動対応にあたる期間

対応期 国の基本的対処方針等に基づく対策を講じ、特措法によらない基本的な感
染症対策に移行するまでの期間

① 人材育成
• 実践的な訓練・研修を通じて、感染症危機管理に携わる人材を育成
② 国及び市町村との連携
• 平時から役割分担を整理し、相互の連携体制やネットワークを構築
③ DX(デジタル・トランスフォーメーション)の推進
• 有事での活用を念頭に、平時業務におけるデジタル化等を着実に推進

• 各種対策を切り替えるべきタイミングを明確化するため、３つの時期区分を
想定

• 発生した感染症の特徴や流行状況等に応じて、柔軟に対策を切替える

• 新型コロナウイルス感染症対応の課題等を踏まえ、対策項目を従来の６項目から13項目
に拡充

• 実践的な研修・訓練の実施、関係機関との役割分担の整理・連携体制の構築、医療提供
体制の確保など、平時（準備期）の取組みを具体化

「県民の生命及び健康の保護」 「県民生活及び県民経済に及ぼす影響の最小化」
の実現に向け、各項目の取組みを一連の対策として実施

【感染症法及び特措法における感染症の分類】

• 平時の備えを充実させ、訓練等により迅速な初動体制を確立する
• 対策を実施する際は、基本的人権を尊重し、対策による制限は必要最
小限とする

• 感染症危機下の災害対応についても想定し、平時から防災備蓄や医療
提供体制の強化等を推進する

• 対策の実施に係る記録を作成・保存・公表 等

４ 対策実施上の留意事項

• 国内外の感染症の発生動向やそれらの対応状況、関係法令・計画等を
踏まえ、計画を定期的に見直し

• 対策の実施体制を明確化（対策の検討・立案、感染拡大防止と社会
経済活動のバランスを踏まえた調整、意思決定や指揮命令等）

• 平時から、関係機関・団体等と対策や役割を共有し、連携体制を構築

６ 計画の実効性確保

５ 複数の対策項目に共通する横断的視点

本部長(知事)

副本部長(副知事)

・・・知事公室
対策部

総務
対策部

新型インフルエンザ等
調整部(仮称)

 対策本部及び調整部の事務局業務
 新型インフルエンザ等対策の検討・立案

熊本県
感染症対策連携

協議会

熊本県
新型ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞ等
対策協議会

指定地方
公共機関

関係機関・団体等 熊本県新型インフルエンザ等対策本部役割分担・連携

第２章 基本的な方針

【新型インフルエンザ等対策に係る実施体制（たたき台）】

新たな組織の設置を検討

調整・対策局
(仮称)

新型インフルエンザ等対策部

健康福祉
対策部

 感染拡大防止〈ブレーキ〉と社会経済活動〈アクセル〉の
バランスを踏まえた対策内容等の調整

医療提供体制
の強化

ピークを
遅らせる

ピークを
小さくする

医療提供の
キャパシティ

患
者
数

時 間

② 県民生活・経済への
影響を最小化

対策なし
① 県民の生命・
健康の保護

対策あり

新型インフルエンザ等

１類感染症
エボラ出血熱、ペスト 等

２類感染症
結核、SARS 等

３類感染症
コレラ、細菌性赤痢 等

４類感染症
狂犬病、マラリア 等

５類感染症
新型コロナ(COVID-19) 、季節性インフルエンザ 等

※病状が重篤で全国的・急速にまん延のおそれがあるもの

新型インフルエンザ等感染症

指定感染症

新感染症
※全国的かつ急速なまん延のおそれがあるもの

準

対
初

準

対
初

準

対
初

準

対
初

準

対
初

準

対
初

準

対
初

準

対
初

準

対
初

準

対
初

準

対
初

準

対
初

:準備期 :初動期 :対応期準 対初

※検討段階のため、
今後変更の可能性あり

準

対
初

４
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熊本県社会的養育推進計画の改定（中間見直し）について 

子ども家庭福祉課 

 

１ 目的 

令和４年の改正児童福祉法改正により、子育て世帯及び養育環境の整備に係る支援の

強化や児童の権利擁護の推進に向けて改正された内容等を踏まえ、国から新たに発出さ

れた「都道府県社会的養育推進計画の策定要領（令和６年３月）」に基づき、令和２年３

月に策定した県社会的養育推進計画を見直すもの。 

 

２ 計画の主体 

  熊本県（政令市である熊本市と連携・調整の上、一体的に策定） 

 

３ 計画期間 

  令和７年度（2025 年度）から令和 11 年度（2029 年度）までの５年間 

  （令和２年度から令和 11 年度の 10 年間のうち後半５年間） 

 

４ 計画策定の基本的な考え方 

（１）「家庭養育優先」という児童福祉法の理念を踏まえ、パーマネンシー保障の実現に

向けた取組みや里親等委託の推進 

（２）こどもの最善の利益を確保するため、児童福祉に関わる社会資源等の最大限の活用 

 

５ 具体的な施策 

（１）当事者であるこどもの権利擁護の取組み 

（２）代替養育を必要とするこどものパーマネンシー保障に向けた取組み 

（３）市町村のこども家庭支援体制の構築等に向けた県の取組み 

（４）支援を必要とする妊産婦等の支援に向けた取組み【新設】 

（５）里親・ファミリーホームへの委託の推進に向けた取組み 

（６）施設の小規模かつ地域分散化、高機能化及び多機能化・機能転換に向けた取組み 

（７）障害児入所施設における支援【新設】  

（８）社会的養護自立支援の推進に向けた取組み 

（９）一時保護改革に向けた取組み 

（10）児童相談所の強化等に向けた取組み 

 

６ 今後のスケジュール 

12 月 1 月 2 月 3 月 

    

 

ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸｺﾒﾝﾄ 計画案とりまとめ 

12/11 厚生常任委員会 厚生常任委員会 

3 月末 
計画策定 

計画策定 
委員会 



熊本県社会的養育推進計画改定案の概要 
 

 

 

 

 

  
 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(6) 施設の小規模かつ地域分散

化、高機能化及び多機能化・機

能転換に向けた取組み 

(8) 社会的養護自立支援の推進に

向けた取組み 

(2) 代替養育を必要とするこどもの

パーマネンシー保障に向けた

取組み 

●家庭養育優先の原則とパーマネンシー保障の理念に

基づくケースマネジメントの徹底、支援体制構築 

(10) 児童相談所の強化等に向け

た取組み 

●措置委託先に関わらず、こどもの権利擁護の仕組み

の標準化が必要 

●関係者の理解醸成 

(1) 当事者であるこどもの権利擁

護の取組み 

(3) 市町村のこども家庭支援体制

の構築等に向けた県の取組み 

●住民に身近な市町村における「こども家庭センター」

の設置促進 

●家庭支援事業等の実施による予防的支援の充実 

(5) 里親・ファミリーホームへの委

託の推進に向けた取組み 

●更なる里親委託率の向上、里親登録者数の増加 

●里親の稼働率、養育力の向上 

(4) 支援を必要とする妊産婦等の

支援に向けた取組み 
●生活に困難を抱える特定妊婦等の適切な把握及び支援 

(7) 障害児入所施設における支援 

●退所後の経済的・社会的・精神的な支援が必要 

（9） 一時保護改革に向けた取組み 
●開放型での保護を進める中、施設では入所児童と一

時保護児童が混在 

●児童虐待相談対応件数が増加傾向にある中、相談支

援体制の強化、適切な人員配置・育成が必要 

○代替養育の措置、変更、継続等の決定の際に、こどもの意見を確認、丁寧

な説明の徹底 

○意見聴取等を適切に行うための職員への研修等を実施 

〇母子保健と児童福祉の機能を併せ持つ「こども家庭センター」の設置促進

（R11 年度までに全市町村での設置を目指す） 

○家庭支援事業等（予防的支援）の実施や充実を図るための支援 

○市町村と児童家庭支援センターの連携強化 

○予防的支援策の充実による家庭生活の維持 

○特別養子縁組成立後の支援体制や民間あっせん機関との情報共有につ

いて検討 

○児童相談所における適切なケースマネジメント体制の構築 

○家庭的養育の受け皿となる里親・ファミリーホームの確保 

○研修の実施やショートステイ等への里親活用による養育力向上 

○児童相談所と里親支援センター等の連携による里親支援の充実 

○施設の高機能化及び多機能化・機能転換を推進していくための人材育成・

確保に係る支援 

○ショートステイ等の受け皿としての役割を担えるよう、事業主体である市町村

との連絡調整等を実施 

○特定妊婦等を適切に把握、支援につなげるための市町村との連携 

○妊産婦等生活援助事業や助産制度の周知及び利用勧奨 

○児童自立生活援助事業等により、措置解除者等に係る自立支援計画に基

づく、生活支援や就労支援等の実施 

○一時保護施設の設備及び運営に関する基準を踏まえた体制や環境整備 

○一時保護専用施設の増設の検討 

○児童相談所・児童家庭支援センター・市町村の三層構造による相談支援

体制の強化 

○人員体制・組織整備に向けた関係機関との協議 

○第３期熊本県障がい児福祉計画に基づき、取り組みを推進 

●ケアニーズの高いこども等に対する個別的・専門的ケ

ア対応 

●専門性を活かした地域の子育て支援機関としての対応 

●できる限り良好な家庭的環境が求められる 

 （１） 計画改定の目的  

・平成 28 年児童福祉法改正により、こどもが権利の主体であること、実親による養育が困難であれば、里親や特別

養子縁組などで養育されるよう、家庭養育優先の理念等が規定された。 

・令和 4 年の児童福祉法改正により、子育て世帯及び養育環境の整備に係る支援の強化やこどもの権利擁護が

図られた児童福祉施策を推進するための措置を講ずることとされたことを踏まえ、「都道府県社会的養育推進計

画の策定要領（令和 6 年 3 月）」に基づき、令和 2 年 3 月に策定した県社会的養育推進計画を見直すもの。 
 
 
 （２） 計画の主体  

・熊本県 

※熊本市と連携・調整の上、一体的に策定 

 

１  熊本県社会的養育推進計画の改定の目的等 

 
 

○本県の里親等委託率の状況（県・熊本市合計値） 

確実に増加しているものの、本県の児童養護施設のほとんどが、昭和 30

年までに設置され、長らく施設中心の社会的養護が実施されてきた。 

また、こどもの最善の利益を考え、里親不調を起こさないよう、里親とのマ

ッチングには慎重に取り組んでいる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
 

２ 本県の社会的養育の現状 ［課題］ ［対応の方向・主な施策］ 

 （４） 計画の基本的な考え方  

●「家庭養育優先」という児童福祉法の理念を踏まえ、パーマネンシー保障※実現に向けた取組みや里親等委託の推進 

●こどもの最善の利益を確保するため、児童福祉に関わる社会資源等の最大限の活用 
 

 （５） 計画の重点事項  

●代替養育を必要とするこどものパーマネンシー保障に向けた取組み 

●市町村のこども家庭支援体制の構築等に向けた取組み 

●里親・ファミリーホームへの委託の推進に向けた取組み 

●施設の小規模化かつ地域分散化、高機能化及び多機能化・機能転換に向けた取組み 

●社会的養護自立支援の推進に向けた取組み 

 （３） 計画期間  

・令和 7 年度（2025 年度）から令和 11 年度（2029 年度）まで 

（令和 2 年度～令和 11 年度の 10 年間のうち後半 5 年間） 

  

 

（１）代替養育が必要となるこどもの見込み 
国立社会保障・人口問題研究所の推計データをベースに、代替養育が

必要なこどもの現状、潜在的需要を考慮し将来推計を行った。 
 
 
 
 
（２）里親委託率の目標値 

国が定める目標値（乳幼児期 75%、学童期 50%）を念頭に、本県の実情
も踏まえ、目標値を見直し、里親等委託の推進に取り組むこととした。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

４ 具体的な施策 

３ 代替養育が必要となるこどもの見込みと里親委託率の目標 

（単位：人）
実績
R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11

649 645 635 626 618 609 600

見込み

※パーマネンシー保障：永続的な家族関係をベースにした家庭という育ちの場の保障 

 

県
（熊本市除く）

熊本市

0-2歳 76.9% 76.9%

3-6歳 76.9% 76.9%

7歳以上 35.6% 38.1%

Ｒ１１年度の里親等委託率の目標
（県及び熊本市の年齢区分別）

代替養育が必要な 

こどもの数 里親等委託率 

６ 


